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ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
し
尿
処
理
施

設
が
建
て
替
え
ら
れ
、
本
格
稼
動
し

て
い
ま
す
。
新
施
設
は
、
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
全
体
の
施
設
配
置
計
画
や

将
来
の
予
想
受
入
量
に
基
づ
き
建
設

さ
れ
ま
し
た
。

　

新
し
い
施
設
で
は
、
し
尿
や
浄
化

槽
汚
泥
か
ら
の
固
形
分
を
脱
水
分
離

し
、
助
燃
剤
と
し
て
可
燃
ご
み
処
理

施
設
で
焼
却
処
理
し
ま
す
。
ま
た
、

分
離
し
た
処
理
水
は
希
釈
し
た
後
、

公
共
下
水
道
に
放
流
し
て
再
処
理
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
臭
気
対
策
や
太
陽

光
発
電
を
利
用
し
た
外
灯
を
設
置
す

る
な
ど
、
環
境
に
配
慮
し
た
施
設
に

な
っ
て
い
ま
す
。
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建
築
面
積　

・　
２５４

７６

㎡
／
延
床
面
積　

・　

㎡
／
鉄
筋
鉄

４９１

３５

骨
造
（
地
下
１
階
、
地
上
２
階
）
／

建
設
費
４
億　

万
円
（
う
ち
循
環
型

２９９

社
会
形
成
推
進
交
付
金
９
千　

万
円

５７２

／
施
設
課
（
�　

・
０
４
４
３
）

５８１
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中
学
校
の
社
会
科
の
授
業
に
お
い

て
も
公
民
に
関
す
る
教
育
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
概
要
を
お

伝
え
し
ま
す
。

　

社
会
科
の
目
標
は
、
小
学
校
、
中

学
校
と
も
に
「
国
際
社
会
に
生
き
る

平
和
で
民
主
的
な
国
家
・
社
会
の
形

成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
の

基
礎
を
養
う
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
特
に
、
中
学
３
年
生
で

学
習
す
る
公
民
的
分
野
を
例
に
あ
げ

れ
ば
、「
現
代
社
会
を
見
て
み
よ
う
！
」

「
豊
か
な
暮
ら
し
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」

「
民
主
主
義
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」「
世
界

平
和
の
た
め
に
何
が
出
来
る
か
な
？
」

と
い
っ
た
内
容
の
学
習
を
し
ま
す
。

　

学
習
を
進
め
て
い
く
上
で
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、
「
自
由
・
権
利
と
責
任

・
義
務
」
「
個
人
と
社
会
と
の
か
か

わ
り
」
「
対
立
と
合
意
、
効
率
と
公

正
」
な
ど
で
す
。

　

人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ

ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
を
形
成

し
、
相
互
に
か
か
わ
り
合
っ
て
生
活

し
て
い
ま
す
。一
人
ひ
と
り
の
か
け
が

え
の
な
さ
は
、
自
分
も
他
者
も
同
じ

で
す
。問
題
や
課
題
も
生
じ
ま
す
が
、

互
い
の
利
益
が
得
ら
れ
る
よ
う
知
恵

を
出
し
合
い
、解
決
策
を
探
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
常
の
社
会
生
活

と
関
連
付
け
な
が
ら
具
体
的
事
例
を

通
し
て
学
び
、
自
由
と
権
利
を
踏
ま

え
て
、
物
事
の
決
定
の
仕
方
や
き
ま

り
の
意
義
、
個
人
の
責
任
や
他
者
へ

の
配
慮
な
ど
に
気
付
か
せ
て
い
き
ま

す
。
そ
し
て
、
持
続
可
能
な
よ
り
よ

い
社
会
の
形
成
に
進
ん
で
参
画
す
る

態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
学
習
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ラ
ム
に
対
し
て
の
意
見
・

ご
提
案
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
市

長
公
室
広
報
担
当
ま
で
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。　
　

（
市
長
公
室
広
報
担
当
）
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子
ど
も
た
ち
の
登
下
校
時
に
、
地

域
の
人
が
買
い
物
や
散
歩
な
ど
を
し

な
が
ら
、
あ
い
さ
つ
を
か
わ
す
こ
と

で
子
ど
も
た
ち
を
見
守
り
ま
し
ょ
う
。
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奇
数
月
の
最
初
の
登
校
日
に
市
内

の
全
校
の
校
門
で
、
登
校
中
の
子
ど

も
に
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
ま
す
。
多

数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
子
育
て
課
）
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９
月
上
旬
〜　

月
中
旬
／
報
酬
は

１０

国
の
基
準
に
基
づ
き
支
給
／　

歳
以

２０

上
で
責
任
を
持
っ
て
調
査
事
務
を
行

え
る
方
対
象
※
警
察
、
税
務
及
び
選

挙
に
直
接
関
係
の
あ
る
方
を
除
く
／

　

人
／
５
月　

日　

ま
で
に
国
勢
調

８５０

３１

（月）

査
調
査
員
登
録
カ
ー
ド
及
び
国
勢
調

査
調
査
員
候
補
登
録
承
諾
書
（
市
役

所
４
階
総
務
課
・
１
階
市
民
相
談
窓

口
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
に

あ
り
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
総
務
課
統
計
担
当
へ
本
人
が

持
参
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市
が
収
集
を
行
っ
て
い
る
資
源
物

を
、
市
が
指
定
し
た
収
集
業
者
以
外

の
者
に
持
ち
去
ら
れ
る
事
例
が
多
発

し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
資
源
物
の
持
ち
去
り
禁
止

を
目
的
に
、
罰
則
規
定
（　

万
円
以

２０

下
の
罰
金
）
を
設
け
た
条
例
改
正
を

行
い
ま
し
た
。
な
お
、
罰
則
規
定
の

適
用
は
、
８
月
１
日　

か
ら
で
す
。

（日）

　

資
源
物
の
持
ち
去
り
を
発
見
さ
れ

た
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
�　

・
０
４
４

５８１

４
）
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日
本
赤
十
字
社
日
野
市
地
区
で
は
、

５
月
に
赤
十
字
会
員
募
集
運
動
を
実

施
し
、
毎
年
、
赤
十
字
社
に　

円
以

５００

上
の
寄
付
を
し
て
く
だ
さ
る
方
を
募

集
し
ま
す
。
自
治
会
や
赤
十
字
奉
仕

団
員
を
通
じ
て
協
力
を
呼
び
掛
け
ま

す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
福
祉
政
策
課
）

な
が
ら
、解
決
に
努
力
し
て
い
ま
す
。
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平
成　

年
３
月　

日
以
降
に　

歳

２１

３１

７５

に
な
っ
た
高
齢
者
及
び
同
日
以
降
に

転
入
し
た　

歳
以
上
の
高
齢
者
を
対

７５

象
に
、
ふ
れ
あ
い
訪
問
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。
民
生
委
員
が
伺
い
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
福
祉
政
策
課
）
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福
祉
団
体
助
成
の
案
内
は
広
報
ひ

の
６
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
日
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
�　

・
５８２

２
３
１
９
）
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６
月　

日　

〜
７
月
１
日　

１８

（金）

（木）

　

い
ず
れ
も
、
会
場
・
申
し
込
み
先

は
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩
（
�

　

・　

・
４
５
２
４
）

０４２

３２９

ま
で
に
申
込
用
紙
を
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
（
５
月
６
日

〜　

日
�
０
５
７
０
・
０
１
０
８
１

１４
０
、　

日
か
ら
�　

・
３
４
９
８
・

１５

０３

８
８
９
４
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w
w
.to

‐kousya.or.jp/

）へ
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市
で
は
市
営
住
宅
の
一
部
を
離
婚

な
ど
で
緊
急
か
つ
一
時
的
に
住
宅
に

困
っ
た
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
２
年

を
超
え
な
い
範
囲
で
貸
し
て
い
ま
す
。

　

要
件
…
①
離
婚
成
立
後
１
年
以
内

ま
た
は
離
婚
調
停
中
及
び
裁
判
中
②

　

歳
未
満
の
子
を
養
育
し
、
そ
の
う

１８ち
の
１
人
は
中
学
生
以
下
で
あ
る
③

住
宅
に
困
っ
て
い
る
／
入
居
は
審
査

会
の
審
査
に
よ
り
決
定
／
子
育
て
課
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５
月　

日　

午
前　

時
か
ら
／
生

１１

（火）

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
／
事
業
紹
介
、

概
要
説
明
／　

歳
以
上
の
方
対
象
／

６０

同
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
８
１
７
１
）

５８１
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�
…
５

月
７
日　

（金）
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�
…
５
月

　

日　
１２

（水）
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…
５
月　

日　
１９

（水）
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�
…
５
月

　

日　

・　

日　

２６

（水）

２７

（木）
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…
６
月
３
日　

（木）

〜　

日　
１１

（金）
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募
集
住
宅
・
申
込
資
格
な
ど
、
詳

細
は
「
募
集
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

募
集
の
し
お
り
の
配
布
…
５
月
６

日　

〜　

日　

午
前
８
時　

分
〜
午

（木）

１４

（金）

３０

後
５
時　

分
に
市
役
所
１
階
市
民
相

１５

談
窓
口
・
４
階
財
産
管
理
課
、
七
生

支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
で
配
布
※
日

曜
日
を
除
く
／
５
月　

日　
（
必
着
）

１８

（火）

合
、
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
（
介
護

保
険
に
よ
る
入
院
・
入
所
は
除
く
）。

　

一
律
５
千
円（
年
度
内
１
回
限
り
）

／
申
請
時
期
…
入
院
し
た
日
か
ら
７

日
を
過
ぎ
た
日
以
降
／
申
請
期
限
…

次
の
事
由
の
い
ず
れ
か
最
初
に
該
当

し
た
日
の
翌
日
か
ら
１
年
以
内
①
退

院
し
た
と
き
②
入
院
中
に
転
出
し
た

と
き
③
入
院
中
に
３
月　

日
に
な
っ

３１

た
と
き
／
入
院
日
数
が
確
認
出
来
る

も
の
（
入
院
費
領
収
書
な
ど
）
、
印

鑑
、
口
座
番
号
等
の
確
認
が
出
来
る

も
の
持
参
／
本
人
ま
た
は
家
族
（
代

理
人
）
が
市
役
所
２
階
保
険
年
金
課

高
齢
者
医
療
係
へ
※
来
庁
出
来
な
い

場
合
は
問
い
合
わ
せ
を
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５
月　

日　

は
民
生
委
員
児
童
委

１２

（水）

員
の
日
で
す
。
民
生
委
員
児
童
委
員

は
、厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、

地
域
の
中
で
福
祉
の
相
談
や
支
援
を

行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

市
内
で　

人
の
民
生
委
員
児
童
委

１２７

員
が
活
動
し
、
援
助
を
必
要
と
し
て

い
る
方
か
ら
の
相
談
を
受
け
、
市
や

そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
を
取
り
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広
報
ひ
の
４
月　

日
号
２
面
「
知

１５

っ
て
い
ま
す
か　

日
野
市
の
も
の
づ

!?

く
り
①
」
の
グ
ラ
フ
内
の
数
字
で

「
大
田
区
６
・
８
％
、
そ
の
他　

・
６３

６
％
」
と
表
記
し
ま
し
た
が
、
正
し

く
は
「
大
田
区
７
・
４
％
、
そ
の
他

　

％
」
で
す
。
訂
正
し
て
お
詫
び
し

６３ま
す
。
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歳
以
上
の
方
（
生
活
保
護
受
給

７０
者
、
中
国
残
留
邦
人
支
援
法
の
支
援

給
付
を
受
け
て
い
る
方
を
除
く
）で
、

平
成　

年
４
月
１
日
以
降
の
入
院
期

２１

間
が
継
続
し
て
７
日
以
上
に
な
る
場


